
休日納税窓口のお知らせ 
 

市役所では、毎月第２、第４日曜日に、朝日庁舎２階の収税対策室にて「市税

の納付」と「納税相談」を行っています。 

※１２月の第４日曜日は庁舎移転の影響により実施しません。 

平日はお仕事の都合などで納税することがむずかしい、納税相談に市役所には

来られないなど、さまざまなご事情でお困りの方がいらっしゃると思います。 

ぜひ、ご利用ください。 

令和 7 年（2025 年）度の休日納税窓口開設日 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

4/13 5/11 6/8 7/13 8/10 9/14 10/12 11/9 12/14 1/11 2/8 3/8 

4/27 5/25 6/22 7/27 8/24 9/28 10/26 11/23  1/25 2/22 3/22 

 休日窓口開設時間は午前８時３０分～午後５時００分までです。 

※令和８年１月以降は移転後の新庁舎（木更津市朝日三丁目８番１号）にて実施します。 

 

 

 

キャッシュカードがあれば口座振替の申し込みができる「ペイジー口座振替受付サー

ビス」をおこなっております。 

※従来通り通帳印が必要な申し込みも受け付けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付書に QR コードが印字されている場合、地方税お支払サイトを利用してクレジッ

トカードやインターネットバンキングで納付できるほか、スマートフォン決済アプリ

で直接 QR コードを読み取ることで納付することができます。※現金の場合は全国の

共通納税対応金融機関の窓口で納付することができます。 

 

 

 

 

 

 

ペイジー口座振替受付サービスのお知らせ 

QRコードを利用した納付のお知らせ 

地方税お支払サイト 共通納税対応金融機関 

木更津市ホームページ 

１ 月から新庁舎に  

移転しております 



 

 

☆市県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、

国民健康保険税（普通徴収）の納付書は、一部の納付書を除き、裏面のコンビニエンス

ストア・スマートフォンアプリでも納付できます。 

※納付書１枚あたりの金額が 30万円を超える納付書等コンビニでは納付できないものもありますの

で、「【注意】コンビニで納付できない納付書」欄をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問合せ先 木更津市役所収税対策室  

℡0438-23-8713 

 

 

○ＭＭＫ設置店       ○ハセガワストア  

○くらしハウス       ○ハマナスクラブ  

○スリーエイト       ○ファミリーマート  

○生活彩家         ○ポプラ  

○セイコーマート      ○ミニストップ  

○セブン‐イレブン     ○ヤマザキデイリーストアー  

○タイエー         ○ヤマザキスペシャルパートナーショップ 

○デイリーヤマザキ     ○ローソン  

○ニューヤマザキデイリーストア  ○ローソンストア１００  

※現金でのみ納付可能です。  

 

 

〇アクアコイン       〇 PayPay 

※ポイントでの納付はできず、ポイントも付与されません。  

※アプリを起動してバーコードを読み取ってください。  

取り扱いコンビニ店舗 

【注意】コンビニ・スマホで納付できない納付書 

 ・コンビニ納付用のバーコードの印刷がないもの、読めないもの。（破損・汚損） 

 ・コンビニ使用期限を過ぎているもの。 

 ・納付書１枚あたりの金額が 30万円を超えているもの。（バーコードが印刷されていません。） 

 ・金額を訂正したもの。 

コンビニ・スマホ納付のお知らせ (バーコードを利用した納付 )  

スマートフォンアプリ対応（バーコード読み取り） 

） 


